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協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
） 
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現 
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第
二
条
の
二 
削
除 

（
監
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
二
条
の
二 

法
第
五
条
の
六
の
規
定
に
お
い
て
監
事
に
つ
い
て
会
社
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表

の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
八
十
三
条

第
二
項 

第
三
百
六
十
六
条
第

一
項
た
だ
し
書 

中
小
企
業
等
協
同
組

合
法
第
三
十
六
条
の

六
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
百
六

十
六
条
第
一
項
た
だ

し
書 

 

 
 

（
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
二
条
の
四 

法
第
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
会
計
監
査
人
に
つ

い
て
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
四
十
五
条
第
一

項
及
び
第
三
百
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
二
条
の
四 

法
第
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
会
計
監
査
人
に
つ

い
て
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
百
九
十
六
条
第
二
項
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
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読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
四
十
五
条

第
一
項 

選
任
若
し
く
は
解
任

又
は
辞
任 

選
任
、
解
任
若
し
く

は
不
再
任
又
は
辞
任 

第
三
百
九
十
六
条

第
二
項
第
二
号 

電
磁
的
記
録
を 

電
磁
的
記
録
（
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
第

五
条
の
七
第
二
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
記

録
を
い
う
。
）
を 

 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
四
十
五
条

第
一
項 

選
任
若
し
く
は
解
任

又
は
辞
任 

選
任
、
解
任
若
し
く

は
不
再
任
又
は
辞
任 

第
三
百
九
十
六
条

第
二
項
第
二
号 

電
磁
的
記
録
を 

電
磁
的
記
録
（
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
第

五
条
の
七
第
二
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
記

録
を
い
う
。
）
を 

 

 
 

 

第
五
条
の
三 

削
除 

（
信
用
協
同
組
合
等
の
清
算
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
三 

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
信
用
協
同
組
合
等

の
清
算
人
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

法
の
規
定
中
「
役
員
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
清
算
人
又
は
監
事
」
と
読
み

替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
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第
三
百
八
十
六
条

第
二
項 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

中
小
企
業
等
協
同
組

合
法
第
六
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
十
六
条
の
八

第
二
項 

第
三
百
八
十
六
条

第
二
項
第
一
号 

第
八
百
四
十
七
条
第

一
項 

中
小
企
業
等
協
同
組

合
法
第
六
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第

八
百
四
十
七
条
第
一

項 

第
三
百
八
十
六
条

第
二
項
第
二
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第
八
百
四
十
九
条
第

四
項 

中
小
企
業
等
協
同
組

合
法
第
六
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第

八
百
四
十
九
条
第
四

項 

第
八
百
五
十
条
第
二

項 

同
法
第
六
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第

八
百
五
十
条
第
二
項 

 
 

 
 

 
 

 


